
R8.3.16時点

市町 地域 世帯数 避難指示発令日 避難指示の解除日 認定理由 災害名 認定日 解除日

後畠町 10 R6.1.10

南ケ丘町 9 R6.1.9

中島町塩津 2 R6.1.12
うち1世帯解除

R8.2.2

うち1世帯解除

R8.2.6

中島町塩津 1 R6.1.12 R8.2.2
以前、認定した中島町塩津地内の１世帯において、対象世帯の居住

実態が確認されたため
R7.1.15 R8.2.6

町野町鈴屋 2 R6.1.20

市ノ瀬町 14 R6.1.18 R7.12.26 R7.12.26

町野町寺山 35 発令なし

門前町宮古場・水の上 5 発令なし

門前町浦上 4 発令なし

門前町井守上坂 1 R6.7.10
避難指示が発令されている地域であり、また、土砂災害の危険があり、

その対策工事に相当の期間（２～３年）を要するため

町野町鈴屋 1 発令なし
道路、電気、水道に深刻な被害が生じており、復旧が困難であり、居住不能

状態の解消に長期の日数（２～３年）を要するため

町野町寺山 1 発令なし
以前、認定した寺山地内の１世帯において、対象世帯の居住実態が

確認されたため

門前町樽見 2 発令なし

門前町六郎木 4 発令なし

深見町一乗 15 発令なし R7.12.26

西山町 1 発令なし

上黒川町・下黒川町 5 発令なし

東山町・忍町 8 発令なし

別所谷町 12 発令なし

門前町百成大角間 2 発令なし

門前町暮坂 1 発令なし

門前町滝上 1 発令なし

美谷町 5 発令なし

打越町 5 発令なし

小池町 2 発令なし

道路、電気に深刻な被害が生じており、復旧が困

難であり、居住不能状態の解消に長期の日数(２～

３年)を要するため

奥能登豪雨 R8.3.16

仁江町 23 R6.3.5

清水町 5
R6.3. 5(3世帯)

R6.4.24(2世帯)

大谷町(東西) 9 R6.3.8

大谷町(大浜) 1 R6.3.18

大谷町(上浜) 5

大谷町(川辺) 1

大谷町(大町) 5

大谷町(東西) 8
計　7地域、57世帯

津幡町 緑が丘 8 R6.1.2 R7.12.23
避難指示が発令されている地域であり、また、土砂災害等の危険があり、そ

の対策工事に相当の期間 (２～３年)を要するため
能登半島地震 R6.5.21 R7.12.23

川島 36 R6.1.14

由比ヶ丘 6 R6.1.19

地蔵坊 2 R6.1.14

川島 6 R6.1.14 R7.10.9
計　3地域、50世帯

藤波（四明ヶ丘） 24 R6.1.14

崎山-藤波 7 R6.1.6
計　2地域、31世帯

　計　６市町　３５地域　２９４世帯

　※ 地震による認定は、６市町 １９地域 ２１２世帯

　※ 豪雨による認定は、２市町　 ９地域 ３７世帯

　※地震又は豪雨による認定は、１市町８地域４５世帯

認定（累計）　　　６市町　３５地域　２９４世帯

解除（累計）　　　３市町　　４地域　　３９世帯

認定（現在）　　　５市町　３２地域　２５５世帯

道路、電気、水道に深刻な被害が生じており、復

旧が困難であり、居住不能状態の解消に長期の日

数(３～４年)を要するため

奥能登豪雨 R8.1.13

能登町

避難指示が発令されている地域であり、

また、土砂崩壊の危険があり、その対策工事

に相当の期間（２～３年）を要するため

能登半島地震 R6.6.20

珠洲市

避難指示が発令されている地域であり、また、土

砂災害等の危険があり、その対策工事に相当の期

間 (２～３年)を要するため

能登半島地震 R6.5.8

R6.10.1

計　1地域、8世帯

穴水町

避難指示が発令されている地域であり、

また、土砂災害の危険があり、その対策工事

に相当の期間（2～3年）を要するため

能登半島地震

R6.8.19

避難指示が発令されている地域であり、また、土

砂崩壊の危険があり、その対策工事に相当の期間

（２～３年）を要するため

奥能登豪雨 R6.11.14

能登半島地震

又は

奥能登豪雨

R7.5.9

計　19地域、126世帯

輪島市

避難指示が発令されている地域であり、

また、土砂災害の危険があり、その対策工事

に相当の期間（２～３年）を要するため

能登半島地震

R6.6.11

道路等に深刻な被害が生じており、復旧が

困難であり、居住不能状態の解消に長期の

日数（４年程度）を要するため

R6.8.14

道路、電気、水道に深刻な被害が生じており、復

旧が困難であり、居住不能状態の解消に長期の日

数（３～４年）を要するため

奥能登豪雨 R6.11.28

道路、電気、水道に深刻な被害が生じており、復

旧が困難であり、居住不能状態の解消に長期の日

数(３～４年)を要するため

計　3地域、22世帯

長期避難世帯の認定状況

七尾市

避難指示が発令されている地域であり、

また、土砂崩壊の危険があり、その対策工事

に相当の期間（２～３年）を要するため 能登半島地震

R6.11.14


